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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

 

 令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図る

ため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資

を促進する措置が創設されるとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の

控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築

等を促す措置が創設されました。 

法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、

政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、

中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれ

るなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。 

 

[法人課税] 

１．法人税率の軽減措置 

法人会提言 改正の概要 

・中小法人に適用される軽減税率の特

例１５％を本則化すべきである。ま 

た、昭和５６年以来、８００万円以

下に据え置かれている軽減税率の適

用所得金額を、少なくとも１，６００

万円程度に引き上げる。なお、本制

度は令和３年３月末日が適用期限と

なっていることから、直ちに本則化

することが困難な場合は適用期限を

延長する。 

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

の適用期限が２年延長されました。 

 

２．中小企業投資促進税制 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業投資促進税制については、

対象設備を拡充したうえ、「中古設

備」を含める。なお、それが直ちに

困難な場合は、令和３年３月末日ま

でとなっている特例措置の適用期限

を延長する。 

・中小企業投資促進税制に商業・サービス

業・農林水産業活性化税制を整理・統合

したうえで、適用期限が２年延長されま

した。 

 

 

【お知らせ】 

 下記の実現事項は、令和 3年度税制改正法案が本年 3月 26日に可決・成立したこ

とを受け、法人会提言の主な実現事項について取りまとめたものです。 

なお、法人会の「令和 3年度の税制改正に関する提言」内容については、当会ホ

ームページのトップ画面に掲載しておりますのでご参照願います。 
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３．中小企業の設備投資支援措置 

法人会提言 改正の概要 

・「中小企業経営強化税制」、および令

和元年度税制改正で創設された「中

小企業防災・減災投資促進税制（中

小企業強靱化法）」は、令和３年３月

末日が適用期限となっていることか

ら、適用期限を延長する。 

・中小企業経営強化税制について、対象に

経営資源集約化設備が追加されたうえ

で、２年延長されました。 

 

・中小企業防災・減災投資促進税制につい

て、計画の認定期限が設けられるととも

に、特別償却率の引き下げや対象資産の

見直しが行われました。 

 

 [地方税] 

１．固定資産税の抜本的見直し 

法人会提言 改正の概要 

・令和２年の全国の公示価格は５年連

続で上昇し、地方圏においても、全 

用途平均、商業地が平成４年以来２８

年ぶりに上昇に転じるなど、地価は

全国的に上昇傾向が広がりはじめ

た。令和３年度は評価替えの年度と

なるが、今般の新型コロナは企業に

多大な影響を与えていることから、

負担増とならないよう配慮すべきで

ある。 

・令和３年度に限り、税額が増加する宅地

等（負担水準が商業地等は６０％未満、

それ以外は１００％未満の土地に限る）

及び農地（負担水準が１００％未満の土

地に限る）については、令和２年度の課

税標準額と同額となります。 

 

[その他] 

１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の延長等 

法人会提言 改正の概要 

・新型コロナウイルスの収束時期は不

透明であることから、中小企業の厳 

しい経営実態等を見極めながら、適

用期限の延長や制度を拡充するこ

と。 

・新型コロナウイルス感染症によりその経

営に影響を受けた事業者に対して行う特

別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税

の非課税措置の適用期限が令和４年３月

３１日まで延長されました。 

 

２．少子化対策 

法人会提言 改正の概要 

・少子化対策では、現金給付より保育

所や学童保育等を整備するなどの現

物給付に重点を置くべきである。そ

の際、企業も積極的に子育て支援に

関与できるよう、企業主導型保育事

業のさらなる活用に向けて検討す

る。 

・子ども・子育て支援法に基づく政府の補

助を受けた者が一定の保育施設の用に供

する固定資産に係る固定資産税及び都市

計画税の課税標準を減免する特例措置に

ついて、適用期限が２年延長されました。 

 


